
 

 

 

  

６－３ 医療施設 

 

１ 医療法第１条の５第１項に規定する病院、同条第２項に規定する診療所又は同法第２条第１項に規定する

助産所であること。 

２ 県及び市の医療施策の観点から支障がなく、その設置及び運営が国の定める基準に適合するものであるこ

とについて医療施策担当部局・機関と調整のとれたもの。 

３ 以下のいずれかに該当すること。 

(１)救急医療の充実が求められる地域において、患者等の搬送手段の確保のため、当該開発区域周辺の交通

基盤等の活用が必要と認められる場合 

(２)当該医療機関の入院患者等にとって、開発区域周辺の優れた自然環境その他療養環境が必要と認められ

る場合（注１） 

(３)病床過剰地域に設置された病院又は診療所が、病床不足地域に移転する場合 

４ 申請地は、次に掲げる区域を含まないこと。 

(１)地すべり等防止法の規定により指定された地すべり防止区域 

(２)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域 

(３)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定により指定された土砂災害

警戒区域 

(４)水防法の規定による浸水想定区域のうち最大浸水深が３.０メートル以上の区域 

５ 申請地に最大浸水深が０.５メートル以上３.０メートル未満の浸水想定区域を含む場合は、建築物の高床

化や盛土等の対策を行い、通院利用者が一時的に避難できる居室（注２）が確保され、及び全ての入院利用

者の利用予定の居室が浸水しないこと。 

６ 開発又は建築を行うために他の法令による許認可等が必要な場合は、その許認可が受けられるものである

こと。 

注１ 「優れた自然環境その他療養環境が必要と認められる場合」とは、屋外に広大なリハビリ施設を造成し

活用する場合などをいう。 

注２ 建築基準法第２条第４号に定める居室（居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のた

めに継続的に使用する室）をいう。 

 

 


